
認定こども園
（幼稚園型）

東京都（認可）

認定こども園法

認定こども園

満３歳～就学前の幼児
（※０～２歳は園判断）

開所日数

教育時間

教育内容

教諭配置基準

標準型
月～金曜日

※振替休等、園指定の休
園日を認める

強化型 月～土曜日

開所時間 原則、11時間以上

職員配置基準
３歳　　　　２０：１
４・５歳　　３０：１

職員資格 幼稚園教諭・保育士等

入所 区が利用調整（応諾義務あり）

保育料 区が設定

給食
　・給食提供は義務
　・原則自園調理（外部搬入可）、
　　調理室の設置義務

園が設定

園の判断により提供

原則、月～土曜日

満３歳～就学前の幼児

４時間を標準

幼稚園教育要領

１学級３５人以下

11時間以上

39週以上（春夏冬休みあり）

練馬こども園と認定こども園（幼稚園型）の比較

練馬こども園

３歳　　　　２０：１
４・５歳　　３０：１

幼稚園教諭・保育士
区長等が行う研修を修了した者

練馬区（認定）認可・認定権者

対象

教
育
時
間

開園日

長
時
間
保
育

根拠法令 学校教育法

施設の性格 私立幼稚園

保護者と幼稚園設置者との契約


